
特定健康診査受診者に対する保健指導及び利用勧奨等業務の委託について （資料37－２）

保健指導の利用勧奨
保健指導

平成29年度まで

平成30年度から

受診勧奨
保健指導

保健指導、保健指導の利用勧奨及び重症化予防事業対象者への受診勧奨に係る契約

重症化予防対象者

血糖が基準値以上
の未治療者

（平成30年度以降
の対象者）

【追加】重症化予防対
象者

・血圧が基準値以上の
未治療者

【追加】重症化予防対
象者

・脂質が基準値以上の
未治療者

受診勧奨
保健指導の利用勧奨
保健指導

別の契約で実施

平成30年度は、平
成27～29年度の対

象者に対して、再受
診勧奨・保健指導
を行っている。

保健指導・利用勧奨対象者

保健指導及び保健指導の利用勧奨に係る委託契約

重症化予防対象者

・血糖が基準値以
上の未治療者

重症化予防事業委託契約

・特定健診の結果、生活習
慣病のリスクが高い方

保健指導・利用勧奨対象者

・特定健診の結果、生活習
慣病のリスクが高い方

契約を
集約し
て実施

重症化予防事業委託契約

特定健康診査受診者に対する保健指導及び利用勧奨等業務の委託は、平成29年度第５回本審議会了承事項


